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■司　　会　SAA　関口　大樹

■開会点鐘　会長　北澤　正浩

■出席報告

■本日の欠席者　

安藤、草柳、中谷、二宮、佐藤（勉）、宋、

■会長報告　　　　　　　　　　　北澤　正浩

　皆さん、こんばんわ。

　先日の 10 月 14 日㈪に二俣川商店会で開催

されたフォルテ祭への出店に、ご参加いただい

た皆様、本当にありがとうございました。特に

社会奉仕担当の岡田さんには、準備から当日の

ブース設置まで、多大なご尽力をいただき、心

から感謝申し上げます。

　当日は快晴に恵まれ、多くのお客様にお越し

いただきました。様々な食べ物の出店も充実し

ており、特に阿波踊りのパフォーマンスは迫力

があり、見ごたえがありました。私たちのブー

スにも多くの方々が立ち寄ってくださり、災害

支援の募金活動を通じて、ロータリークラブの

活動を広く知っていただけたことは、大きな成

果だったと感じております。

　また、ブースで配布した「てんでんこ」や今

後の講演会の案内も、多くの方に興味を持って

いただけたのではないかと思います。しばらく

大規模な活動ができていなかった中で、久々に

地域との繋がりを深め、充実感を感じる一日と

なりました。

　そして、来たる 10 月 20 日㈰には、旭ふれ

あい区民まつりが開催されます。このイベント

も、地域との絆を深め、ロータリーの活動を更

に広める絶好の機会です。どうか、皆様の積極

的なご参加とご協力をお願い申し上げます。

　最後になりますが、我々の活動における最大

の資源は「人」です。より多くの会員の皆様に

ご参加いただければ、私たちの取り組みもさら

に力強いものになると信じておりますので、共

に活動を進めてまいりましょう。

　皆様にお知らせがあります。

本来であれば、先々週の 10 月第 1 例会時に指

名委員の任命を行わなければなりませんでし

た。失念しており、申し訳ございません。

　急遽ではありますが、本日に現理事と 5 代前

までの元会長を、理事候補者指名委員に任命し

たいと思います。

　今回、５代前会長が北澤・田川・安藤・北澤・

田川と 2 名重複していることから、３名で行う
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か、その前の会長である佐藤真吾・市川慎二会

員にお願いし、５名にしようかと思います。

　ご意見がなければ、５名の現会長、最古参の

５代前の会長が市川会員となりますので、市川

会員に委員長をお願いしたいと思います。

　よろしくお願いいたします。

■幹事報告　　　　　　　　　　市川　慎二

▷第 5 グループ　第 2 回会長幹事会

日　時　　10 月 10 日㈭ 18 時 00 分～

場　所　　新横浜グレイスホテル

出席者　北澤　市川

内容

1、地区大会についてのお知らせと確認

2、マイロータリー登録方法と活用の仕方

3、クラブの現状と活動について

4、次年度ガバナー補佐の紹介

・地区大会については、すでに皆様にもお知ら

せが配布されております。

　ご参加のほど、宜しくお願い致します。

・マイロータリーの登録については、横浜旭 RC

の会員は 45％の登録率となっています。

　当クラブとしても、ぜひ全会員の登録をお願

いしたいと思います。

　それにつきまして、わからないことがあれば、

会長幹事、新川会員に聞いてもらえれば進めら

れると思います。

　このマイロータリーでは、ロータリーの歴史・

基本理念・使命や価値観・仕組み・活動などが

掲載されていると共に、ご自身の寄付状況など

が確認できます。

　自身の事業所をサイト内の地図上に登録する

ことで、どこにどのような事業をしているか見

てもらえたりすることもあります。

　また、ログインをするとラーニングセンター

という項目があり、特定の役割や関心に沿った

内容の動画などもありますので、ぜひご覧くだ

さい。

▷例会臨時変更のお知らせ

〇横浜保土ヶ谷 RC

　11 月４日㈪・18 日㈪　　　　休会

■指名委員会　　　　　　委員長　市川　慎二

　只今、次年度、理事候補者指名委員の委員長

を拝命しました市川です。

　現理事と 5 代前までの元会長であります・安

藤会員・北澤会員・田川会員・佐藤真吾会員・

市川で、例会終了後に、次年度の役員と理事の

選考を行いたいと思いますので、帰らずにお残

りください。

　また、各会員より次年度の理事役員の立候補

の希望あれば、2 週間以内にお申し出ください。

欠席者の会員にはメール又は FAX にて、立候

補の有無を確認いたします。

　通常の流れですと 2 週間経過し、立候補者を

確認してから理事候補者指名委員会で役員と理

事の選考に入らせていただきますが、2 週続け

ての休会となりますので、早々に理事候補者指

名委員会で集まり、役員と理事候補者を指名し、

11 月の第 1 例会までに、会長に報告したいと

思います。もし立候補があれば対応もさせてい

ただきます。

　今後は、5 代前までの元会長が副会長候補者

の選考、会長候補者は幹事、会計、会場監督の

候補者の選考をしていただき、指名委員会に報

告といった流れになります。急遽となり申し訳

ございませんが、皆様のご協力をお願い致しま

す。

■災害対策委員会委員の報告

　　　　　　　　　　　　委員長　増田嘉一郎

　10 月 9 日の災害対策委員会の結果をまとめ

ましたので報告します。

1、⑴ 10 月 14 日の二俣川銀座商店会フォルテ

祭と 20 日の旭区民祭りでの募金活動は、10 月

13 日迄に大きな災害が起きない限り、能登半

島地震・豪雨復興支援募金とする。

⑵募金は、会員寄付分を含めて 10 万円を目標

とし、日本赤十字社を通じて被災地へ送金する。

2、今後の被災地への災害対策活動は、委員会

で決める時期迄に、被災地クラブの災害復旧活
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動への具体的支援要請の情報が入らない場合

は、特に使用目的を定めない被災地への支援金

として、日本赤十字社を通じて送金する。

3、次回委員会を 11 月 13 日例会終了後開催し、

当クラブの災害支援基金に関するクラプ細則の

改正について協議する。以上

■ニコニコ BOX

目黒　惠一／① 10 月 14 日のフォルテ祭皆様

ありがとうございました。②関澤会員卓話よろ

しくお願いします。

新川　　尚／関澤さん卓話楽しみです。

佐藤　真吾／①フォルテ祭ご参加の皆様お疲れ

様でした。お手伝い出来ずにすみませんでした。

②関澤さん卓話楽しみです。

五十嵐　正／フォルテ祭、目黒さんをはじめ皆

様お疲れ様でした。

関口　大樹／①フォルテ祭、お疲れ様でした。

②関澤さん、本日の卓話よろしくお願いしまし

た。

岡田　　隆／①先週のフォルテ祭への参加あり

がとうございました。続けて来週も旭区民ふれ

あい区民祭りへのご協力お願い致します。②関

澤さん、本日の卓話楽しみです。

日向　　彰／関澤さん、本日の卓話とても楽し

みです‼。

市川　慎二／関澤さん、本日の卓話よろしくお

願いいたします。

■職業卓話「損害保険代理店とは」

　　　　　　　　　　　　　　　　関澤　信吾

　損害保険契約は、 ご契約者と保険会社との契約

ですが、 契約締結の手続きは損害保険代理店（以

下「代理店」といいます。）を通じた契約が最も多

くなっています（注）。

　したがって、 ご契約者は直接契約手続きをする

代理店についてよくご理解いただく必要がありま

す。ここでは、 代理店の 般的な役割や実態等について説明します。

（注）電話、通信販売、インターネット、保険会社の社員または窓口等で保険会社と直接手続きする

場合もあります。

■？代理店は、どのような役割を担っていますか？

　代理店には、 保険会社との委託契約により保険会社の代理人として保険契約を締結する権限が与



– 4 –

えられています。

　したがって、 ご契約者が代理店に対して「申込書」により申込みを行い、代理店が承諾すれば、 保

険会社との間で保険契約が有効に成立したことになります。

（注）保険会社または保険の種類によっては代理店の権限が「媒介」となっていることがあります。

この場合には後日保険会社が引き受けを承諾したときに契約が成立します。

　また、生命保険会社の募集人も「媒介」となっており、保険契約を締結する権限がありません。

■？代理店は、どのような業務を行うのですか？

代理店は、主に次のような業務を行っています。

▶ご契約時

1. 保険商品の勧誘

2. 保険の対象となるものの確認。例えば、 火災保険の契約にあたって、 建物の構造が耐火構造かそ

うでないかなどの確認。

3. 保険商品の説明（見積り（契約金額の設定、 保険料の計算））

4. 重要事項（契約概要・注意喚起情報）の説明、 告知事項の受領（お客さまに申込書の告知欄につ

いて記入いただく）

5. 契約の意向確認

6. 保険契約の締結（保険料の領収、 領収証の発行・交付）

▶ご契約後

1. 保険契約の変更・解約などの申出の受付（クーリング・オフの受付を除く）

2. 事故通知の受付、 保険会社への連絡

3. 保険金請求手続きのアドバイス

※事故発生時の代理店の役割は、 ご契約者からの事故通知を受け付けて保険会社に連絡したり、 保

険金請求書の記載方法など保険金請求手続きのアドバイスをすること等で す。

　保険金支払いの有無等を判断する権限は保険会社にあり、 代理店は判断することができません。

■？どんな人が代理店になっていますか？

　消費者の皆さまが損害保険に加入しやすいように、 保険会社は、 専業の代理店以外にも幅広い分

野の業界に代理店を委託しています。
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　例えば、 自動車の購入と同時に自動車保険に加入できるように自動車販売店に委託したり、 住宅

購入と同時に火災保険に加入できるように住宅販売会社や銀行に委託してい ます。

　また、 代理店には、 1 社の保険商品のみを販売している専属代理店と、 複数の保険会社の保険商品

を販売している乗合代理店があります。

（注）代理店は内閣総理大臣の登録を受けることが義務付けられており、 代理店に所属して保険募集

を行う者は内閣総理大臣への届出が義務付けられています。

　また、 各保険会社は、 代理店の登録、 募集人の届出に先立ち、 損保協会が実施する「損害保険募集

人試験」の合格などによる事前教育を義務付けているため、 代理店に所属する募集人は、 一定の資質

が確保されています。

■？代理店がご契約者へ損害を与えたときは、どうなるのですか？

　代理店が、 万一、保険商品の説明や契約手続きなど、 保険募集についてご契約者に損害を与えた場

合には、代理店及び保険会社がその責任を負います。
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員数 出席率他クラブ会　員　名 ホームクラブ

例　会　日

例会出席率

修正出席率

平 均

員数 出席率他クラブ会　員　名 ホームクラブ

２ ０ ２ ４ 年 度 ９ 月 出 席 率 一 覧 表

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

１１日

％
70.70

100 0 100

  67 0 67

  33 0 33

  67 33 100

100 0 100

100 0 100

  33 0   33

100 0   100

100 0  100

    0  0 0

100 33 133

   

    0 0 　0

   67 33 100

 100 0 100

100 0 100

   33 0 33

100 0 100

   67 0    67

     0 0  0

100 0 100

      

  

  

  

４日

19
12

19
12

％
63.16

63.16
％

20
14

20
14

％
70.00

70.00
％

１８日

19
15

19
13

％
78.95

68.42
％

－出席規定免除－

安　藤　公　一

福　村　　　正

日 向 　 　 彰

市　川　慎　二

五 十 嵐 　　 正

北　澤　正　浩

草 柳 孝 広

増　田　嘉 一 郎

目 黒 惠 一

中 谷 逸 希

新　川　　　尚

二　宮　麻 理 子

岡　田　　　隆

佐　藤　真　吾

佐　藤　利　明

佐 　 藤 　 　 勉

関 口 大 樹

関　澤　信　吾     

宋                    謹      衣

田　川　富　男 

     

－出席規定免除－

■第９回理事会報告書
日時／令和 6 年 10 月 2 日㈬　　場所／例会場
出席者／北澤正浩、安藤公一、五十嵐正、 岡田　隆、佐藤真吾、新川　尚、田川富男、関口大樹
欠席者／市川慎二

【審議事項】
１、夜間例会における例会場および食事提供について
 会場候補を広げる為に、夜間例会について会員が出席しやすい曜日や時間のアンケートを実
 施し、検討する。
 引き続き会場候補と食事提供先について、会員から情報を集める。
２、12 月 18 日夜間例会場変更について
 現在、夜間例会で使用しているサンハートミーティングルーム A 及び B の予約がとれなかっ
 た為、場所を変更し、二俣川駅から送迎し、希望ヶ丘幼椎園ホールで食事を用意しての開催。
 会場までの経路が長く駐車場が使用できない。送迎を準備しても混乱を招く等の間題がある
 ので、別の会場も検討する。
 【候補】　三ツ境ライフコミュニティサロン
　　　　　　鎧橋自治会館
　　　　　　岡田会員の事務所
３、その他
 ・中島徹さんの入会ついて→ 理事会は承認。全会員に告知する。
 ・タウンニュースの旭ふれあい区民まつり特集広告 (22,000 円）について→ 承認。
 ・二俣川銀座商店会フォルテ祭で当クラブが設置する募金箱の名称について
    → 岡田会員が災害支援に関わる名称候補を数種作成するので、フォルテ祭当日に決める。
 • 岡田副会長より、仕事の都合で再来年度会長就任を辞退したいとの申し出あり
         → 例会日を水曜日以外に設定すれば就任の可能性があるので、会員に通常例会について出
              席しやすい曜日についてアンケートを実施し、検討材料とする。

■次週例会　11/13 → 16 日地区大会


